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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素データが供給される複数のソース線と、走査信号が供給される複数のゲート線と、
前記ソース線と前記ゲート線の交点に対応してマトリクス状に配置された画素セルと、入
力された映像信号に基づき前記ソース線を駆動するソースドライバと、前記ゲート線を駆
動するゲートドライバと、バックライトとからなり、前記画素セルはＯＣＢセルである液
晶パネルを有する液晶表示装置を駆動する方法であって、
　１フレーム期間に、前記映像信号の基準データを前記画素セルに書き込む第１期間を選
択的に設けるとともに前記映像信号に対応した画素データを前記画素セルに書き込む第２
期間を設け、前記第１期間において各画素セルに印加される電位レベルが前記第２期間よ
りも高い電位Ｖｓｕｐを各画素セルが保持するように設定し、
　前記画素セルに所定レベル以上の電圧が印加されない場合、次のフレームでは前記第１
期間を設ける必要があると判断し、前記第１期間を次のフレームにおいて設けることを特
徴とする液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２】
　画素データが供給される複数のソース線と、走査信号が供給される複数のゲート線と、
前記ソース線と前記ゲート線の交点に対応してマトリクス状に配置された画素セルと、入
力された映像信号に基づき前記ソース線を駆動するソースドライバと、前記ゲート線を駆
動するゲートドライバと、バックライトとからなり、前記画素セルはＯＣＢセルである液
晶パネルを有する液晶表示装置を駆動する方法であって、
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　１フレーム期間に、前記映像信号の基準データを前記画素セルに書き込む第１期間を選
択的に設けるとともに前記映像信号に対応した画素データを前記画素セルに書き込む第２
期間を設け、前記第１期間において各画素セルに印加される電位レベルが前記第２期間よ
りも高い電位Ｖｓｕｐを各画素セルが保持するように設定し、
　現在のフレームを含め、過去所定のフレーム数連続して同一の前記画素セルに所定レベ
ル以上の電圧が印加されない場合、次のフレームでは前記第１期間を設ける必要があると
判断し、前記第１期間を次のフレームにおいて設けることを特徴とする液晶表示装置の駆
動方法。
【請求項３】
　前記電位Ｖｓｕｐをフレーム毎に可変設定し、各フレーム間の前記電位Ｖｓｕｐの変化
幅を、前記電位Ｖｓｕｐの最大レベルよりも小さく設定することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項４】
　前記第１期間を設ける必要があると判断した場合、次のフレームで印加する電位Ｖｓｕ
ｐを、直前のフレームで印加した電位Ｖｓｕｐ以上のレベルに設定し、一方、前記第１期
間を設ける必要がないと判断した場合、次のフレームで印加する電位Ｖｓｕｐを、直前の
フレームで印加した電位Ｖｓｕｐ以下のレベルに設定することを特徴とする請求項１また
は２記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項５】
　前記第１期間の長さをフレーム毎に可変設定し、各フレーム間の前記第１期間の長さの
変化幅を、前記第１期間の長さの最大長よりも短く設定することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記第１期間を設ける必要があると判断した場合、次のフレームに設ける第１期間を、
直前のフレームに設けた第１期間以上の長さに設定し、一方、前記第１期間を設ける必要
がないと判断した場合、次のフレームに設ける第１期間を、直前のフレームに設けた第１
期間以下の長さに設定することを特徴とする請求項１または２記載の液晶表示装置の駆動
方法。
【請求項７】
　前記第１期間を設けるフレームでは、前記第１期間を設けないフレームよりも前記バッ
クライトが明るく点灯するように、前記バックライトの明るさを制御するバックライト輝
度制御手段を用いて、前記バックライトを制御することを特徴とする請求項１から６のい
ずれか一項記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項８】
　前記第１期間の長さが短いフレームより長いフレームの方が前記バックライトが明るく
点灯するように、前記バックライトの明るさを制御するバックライト輝度制御手段を用い
て、前記バックライトを制御することを特徴とする請求項５または６に記載の液晶表示装
置の駆動方法。
【請求項９】
　過去所定数のフレームにおいて入力された映像信号の平均輝度レベルと、現在のフレー
ムにおいて入力される映像信号の平均輝度レベルとを演算し、前記演算結果により、前記
平均輝度レベルが大きく変化するフレームの境界では、その前後の前記平均輝度レベルの
変化がより小さいフレームよりも前記第１期間の長さが長くなるように制御すること特徴
とする請求項１から７のいずれか一項記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１０】
　過去所定の数のフレームにおいて入力された映像信号の平均輝度レベルと、現在のフレ
ームにおいて入力される映像信号の平均輝度レベルとの差が所定レベルよりも大きい場合
、次のフレームにおいて、前記平均輝度レベルの差が所定レベルよりも小さいフレームよ
りも、前記第１期間の長さを長く設定すること特徴とする請求項９記載の液晶表示装置の
駆動方法。
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【請求項１１】
　入力された映像信号が動画像または静止画像であるかを検出し、検出した結果、入力さ
れた映像信号が動画像である場合、前記第１期間を所定の長さよりも長くし、入力された
映像信号が静止画像である場合、前記第１期間を所定の長さよりも短くすること特徴とす
る請求項１から１０のいずれか一項記載の液晶表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
　ディジタル信号である前記映像信号を、前記ソースドライバ内に設けたシフトレジスタ
に転送し、全画素分の転送が完了した後、画素毎のディジタルデータを順次、前記ソース
ドライバ内でアナログ信号に変換する際に、変換に使用する基準電位を、前記ソース線お
よび前記ゲート線の駆動タイミングと同期して切り換え、
　前記第１期間には前記基準電位として、変換後の電位により前記画素セルに印加される
電位レベルが前記Ｖｓｕｐになるレベルの電位を供給し、
　前記第２期間には前記基準電位として、前記入力ディジタルデータが前記映像信号に対
応した画素データに変換されるレベルの電位を供給することを特徴とする請求項１から１
１のいずれか一項記載の液晶表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、アクティブマトリックス型液晶表示装置の駆動方法に係り、特に、広視野角
、高速応答性を有するＯＣＢ（Optically Compensated Birefringence）液晶モードを利
用した液晶表示装置の駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　周知のとおり、液晶表示装置は、コンピュータ装置等の画面表示デバイスとして数多く
使用されているが、今後はＴＶ用途での使用拡大も見込まれている。しかしながら、現在
広く使用されているＴＮ型セルは視野角が狭く、応答速度も不充分で、視差によるコント
ラストの低下や、動画像のボケなど、ＴＶとして使用する際の表示性能には大きな課題が
ある。
【０００３】
　近年、かかるＴＮ型セルに代わり、ＯＣＢセルに関する研究が進んでいる。ＯＣＢセル
は、ＴＮ型セルに比べ、広視野角、高速応答という特性を持ち、自然動画表示により適し
た液晶セルであるといえる。
【０００４】
　以下、従来の液晶表示装置の駆動方法および液晶表示装置について説明する。
【０００５】
　図１５は、従来の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
【０００６】
　図１５において、Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｎはゲート線、Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙｍはソース線
、１２６はスイッチング素子としての薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）で、各Ｔ
ＦＴのドレイン電極は画素１０６内の画素電極に接続されている。それぞれの画素１０６
は、画素電極と、透明電極である対向電極と、それら両方の電極により挟持された液晶で
構成される。対向電極は対向駆動部１０５が供給する電圧（Ｖｃｏｍ）によって駆動され
る。対向電極に供給される電圧Ｖｃｏｍは第１基準電圧Ｖｒｅｆ１、第２基準電圧Ｖｒｅ
ｆ２の２種類で、これを１水平期間ごとに切り替えて供給する。
【０００７】
　１０３はソース線Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙｍに画素１０６に供給する電圧を出力するＩＣ（
以下、ソースドライバという）であり、１０４はゲート線Ｘ１、Ｘ２、…、ＸｎにＴＦＴ
１２６をオン状態にする電圧、またはオフ状態にする電圧を印加するためのゲートドライ
バである。ゲートドライバ１０４は、ソースドライバ１０３によるソース線Ｙ１、Ｙ２、
…、Ｙｍへのデータの供給と同期して、ゲート線Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｎに対して順次オン
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電圧を印加する。ソースドライバ１０３から供給される電圧の位相は、対向電極に供給さ
れる電圧Ｖｃｏｍの位相とは逆相の関係となる。この対向電極に供給される電圧Ｖｃｏｍ
と、ソース線Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙｍを介して各画素１０６に印加された電圧の差が、画素
１０６内の液晶の両端にかかる電圧で、この電圧が画素１０６の透過率を決定する。
【０００８】
　なお、図１６に、対向電極に供給される電圧Ｖｃｏｍ、ソースドライバ１０３に供給さ
れる映像信号（ＶＩ）であるソース信号Ｖｓ、および（ｎ－１）ライン、ｎライン、（ｎ
＋１）ラインにそれぞれ印加されるゲート信号Ｖｇ（ｎ－１）、Ｖｇ（ｎ）、Ｖｇ（ｎ＋
１）の波形およびタイミング関係を示す。
【０００９】
　こうした駆動方法は、ＯＣＢセルを用いた場合も、ＴＮ型セルを用いた場合も同様であ
る。ただし、ＯＣＢセルは、映像表示を開始する起動段階においてＴＮ型セルにはない独
特の駆動が必要となる。
【００１０】
　図１７に示すように、ＯＣＢセルは、画像表示が可能な状態にあたるベンド配向図（白
表示）（ｂ）、ベンド配向（黒表示）（ｃ）と、表示できない状態にあたるスプレイ配向
（ａ）をもつ。このスプレイ配向状態からベンド配向状態に移行する（以下、転移という
）ためには、一定時間高電圧を印加するなどの独特の駆動が必要となる。ただし、この転
移に係る駆動に関しては本発明とは直接関係しないので、これ以上の説明は行わない。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、このＯＣＢセルは、前記の独特な駆動によりいったんベンド配向に転移
しても、所定のレベル以上の電圧が一定時間以上印加されない状態が続くと、ベンド配向
が維持できずスプレイ配向に戻る（以下、この現象を逆転移と呼ぶ）という課題があった
。
【００１２】
　それ故、本発明の目的は、ＯＣＢセルを用いて、逆転移の発生を抑圧するとともに、良
好な映像を表示することが可能な液晶表示装置の駆動方法を提供することにある。
【００１３】
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る液晶表示装置の第１の駆動方法は、画素デー
タが供給される複数のソース線と、走査信号が供給される複数のゲート線と、前記ソース
線と前記ゲート線の交点に対応してマトリクス状に配置された画素セルと、入力された映
像信号に基づき前記ソース線を駆動するソースドライバと、前記ゲート線を駆動するゲー
トドライバと、バックライトとからなり、前記画素セルはＯＣＢセルである液晶パネルを
有する液晶表示装置を駆動する方法であって、
　１フレーム期間に、前記映像信号の基準データを前記画素セルに書き込む第１期間を選
択的に設けるとともに前記映像信号に対応した画素データを前記画素セルに書き込む第２
期間を設け、前記第１期間において各画素セルに印加される電位レベルが前記第２期間よ
りも高い電位Ｖｓｕｐを各画素セルが保持するように設定し、前記画素セルに所定レベル
以上の電圧が印加されない場合、次のフレームでは前記第１期間を設ける必要があると判
断し、前記第１期間を次のフレームにおいて設けることを特徴とする。
【００１５】
【００１６】
【００１７】
　本発明に係る液晶表示装置の第２の駆動方法は、画素データが供給される複数のソース
線と、走査信号が供給される複数のゲート線と、前記ソース線と前記ゲート線の交点に対
応してマトリクス状に配置された画素セルと、入力された映像信号に基づき前記ソース線
を駆動するソースドライバと、前記ゲート線を駆動するゲートドライバと、バックライト
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とからなり、前記画素セルはＯＣＢセルである液晶パネルを有する液晶表示装置を駆動す
る方法であって、
　１フレーム期間に、前記映像信号の基準データを前記画素セルに書き込む第１期間を選
択的に設けるとともに前記映像信号に対応した画素データを前記画素セルに書き込む第２
期間を設け、前記第１期間において各画素セルに印加される電位レベルが前記第２期間よ
りも高い電位Ｖｓｕｐを各画素セルが保持するように設定し、現在のフレームを含め、過
去所定のフレーム数連続して同一の前記画素セルに所定レベル以上の電圧が印加されない
場合、次のフレームでは前記第１期間を設ける必要があると判断し、前記第１期間を次の
フレームにおいて設けることを特徴とする。
【００１８】
　本発明に係る液晶表示装置の駆動方法においては、前記電位Ｖｓｕｐをフレーム毎に可
変設定し、各フレーム間の前記電位Ｖｓｕｐの変化幅を、前記電位Ｖｓｕｐの最大レベル
よりも小さく設定することが好ましい。
【００１９】
　この場合、前記第１期間を設ける必要があると判断した場合、次のフレームで印加する
電位Ｖｓｕｐを、直前のフレームで印加した電位Ｖｓｕｐ以上のレベルに設定し、一方、
前記第１期間を設ける必要がないと判断した場合、次のフレームで印加する電位Ｖｓｕｐ
を、直前のフレームで印加した電位Ｖｓｕｐ以下のレベルに設定することが好ましい。
【００２０】
　または、前記第１期間の長さをフレーム毎に可変設定し、各フレーム間の前記第１期間
の長さの変化幅を、前記第１期間の長さの最大長よりも短く設定することが好ましい。
【００２１】
　この場合、前記第１期間を設ける必要があると判断した場合、次のフレームに設ける第
１期間を、直前のフレームに設けた第１期間以上の長さに設定し、一方、前記第１期間を
設ける必要がないと判断した場合、次のフレームに設ける第１期間を、直前のフレームに
設けた第１期間以下の長さに設定することが好ましい。
【００２２】
　また、前記第１期間を設けるフレームでは、前記第１期間を設けないフレームよりも前
記バックライトが明るく点灯するように、前記バックライトの明るさを制御するバックラ
イト輝度制御手段を用いて、前記バックライトを制御することが好ましい。
【００２３】
　また、前記第１期間の長さが短いフレームより長いフレームの方が前記バックライトが
明るく点灯するように、前記バックライトの明るさを制御するバックライト輝度制御手段
を用いて、前記バックライトを制御することが好ましい。
【００２４】
　また、過去所定数のフレームにおいて入力された映像信号の平均輝度レベルと、現在の
フレームにおいて入力される映像信号の平均輝度レベルとを演算し、前記演算結果により
、前記平均輝度レベルが大きく変化するフレームの境界では、その前後の前記平均輝度レ
ベルの変化がより小さいフレームよりも前記第１期間の長さが長くなるように制御するこ
とが好ましい。
【００２５】
　この場合、過去所定の数のフレームにおいて入力された映像信号の平均輝度レベルと、
現在のフレームにおいて入力される映像信号の平均輝度レベルとの差が所定レベルよりも
大きい場合、次のフレームにおいて、前記平均輝度レベルの差が所定レベルよりも小さい
フレームよりも、前記第１期間の長さを長く設定することが好ましい。
【００２６】
　また、本発明に係る駆動方法においては、入力された映像信号が動画像または静止画像
であるかを検出し、検出した結果、入力された映像信号が動画像である場合、前記第１期
間を所定の長さよりも長くし、入力された映像信号が静止画像である場合、前記第１期間
を所定の長さよりも短くすることが好ましい。
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【００２７】
　また、本発明に係る駆動方法においては、ディジタル信号である前記映像信号を、前記
ソースドライバ内に設けたシフトレジスタに転送し、全画素分の転送が完了した後、画素
毎のディジタルデータを順次、前記ソースドライバ内でアナログ信号に変換する際に、変
換に使用する基準電位を、前記ソース線および前記ゲート線の駆動タイミングと同期して
切り換え、前記第１期間には前記基準電位として、変換後の電位により前記画素セルに印
加される電位レベルが前記Ｖｓｕｐになるレベルの電位を供給し、前記第２期間には前記
基準電位として、前記入力ディジタルデータが前記映像信号に対応した画素データに変換
されるレベルの電位を供給することが好ましい。
【００２８】
【００２９】
【００３０】
【００３１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態、及び参考発明の参考形態について、図面を参照して説明す
る。
【００３２】
　（第１参考形態）
　図１は、参考発明の第１参考形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
図１において、液晶表示装置は、映像信号（ＶＩ）と同期信号（ＳＹＮＣ）が入力される
ライン倍速変換部１０１、駆動制御部１０２、ソースドライバ１０３、ゲートドライバ１
０４、第１～第４基準電位Ｖｒｅｆ１～Ｖｒｅｆ４を入力として対向電圧Ｖｃｏｍを出力
する対向駆動部１０５、画素セル１０６、バックライト輝度制御信号（ＢＣ）が入力され
るバックライト制御部１０７、およびバックライト１０８を備える。また、画素セル１０
６は、液晶１１６とスイッチング素子（ＴＦＴ）１２６を備える。
【００３３】
　以下、第１参考形態における液晶表示装置の駆動方法について、図２をさらに参照して
説明する。
【００３４】
　図２は、ある入力映像信号に対して図１に示す液晶表示装置を駆動するための対向電圧
Ｖｃｏｍ、ソース信号Ｖｓ及びゲート信号Ｖｇのタイミング図である。
【００３５】
　図２において、対向電圧Ｖｃｏｍが、セル上に形成されたＴＦＴ１２６のドレイン電極
（Ｄ）から液晶セルを挟んで共通に配線された対向電極に与えられ、ソース信号Ｖｓが、
ライン倍速変換部１０１からソースドライバ１０３に供給され、Ｖｓを駆動制御回路１０
２から供給されるクロックＣＬＫでサンプルホールドした電位が、ソース線Ｙ１～Ｙｍを
通じてＴＦＴ１２６のソース電極（Ｓ）に供給される。
【００３６】
　通常、ソース・ドレイン間には突き抜けと呼ばれる電圧降下が起き、それをＶｃｏｍ側
で補正するのが一般的であるが、説明の簡略化のため省略する。
ゲート信号Ｖｇ（ｎ－１）、Ｖｇ（ｎ）、Ｖｇ（ｎ＋１）がそれぞれ、ゲート線Ｘｎ－１
、Ｘｎ、Ｘｎ＋１に供給され、模式的にはｏｎ電位とｏｆｆ電位の２値で充分である。
【００３７】
　先ず、映像信号ＶＩが、同期信号ＳＹＮＣを基にライン倍速変換部１０１において２倍
の周波数に変換され、このライン倍速映像信号は、ソース信号Ｖｓとしてソースドライバ
１０３に送られる。但し、本参考形態においては、２倍の周波数の映像信号を２度送るの
ではなく、図２に示すように、２倍の周波数の映像信号、映像信号の基準レベルとなる最
低輝度レベル信号（以下、黒信号と呼ぶ）、２倍の周波数の映像信号、黒信号、…という
ように、間に黒信号を挟んだ形態とする。液晶セルに供給される電位は、対向電圧Ｖｃｏ
ｍとゲートオン時のソース電位Ｖｓとの電位差であり、液晶の透過率および逆転移防止効
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果に影響するのはこの電位差の絶対値である。
【００３８】
　各セルに供給されるソース信号Ｖｓは、映像信号、黒信号、映像信号、黒信号、…とい
うように１水平期間（１Ｈ）の半分の周期で駆動されており、ＴＦＴ１２６のゲート電極
（Ｇ）は、ゲート信号により、図２に示すように、黒信号時にオンするタイミングと映像
信号時にオンするタイミングとで別々に走査される。これにより、あたかも黒信号と映像
信号を個別に走査しているような駆動となる。
【００３９】
　このように、各セルに注目すると、１フレーム期間（１Ｖ）が逆転移防止駆動期間Ｐ１
（第１期間）と映像信号駆動期間Ｐ２（第２期間）とに分かれていることが判る。
【００４０】
　先にも述べたように、黒信号電位を一定期間セルに与えることによってスプレイ配向に
戻ってしまう逆転移現象を防ぐことができるが、黒信号を書き込むことで輝度も低下して
しまうため、この黒信号を書き込む逆転移防止駆動期間Ｐ１は短いほどよい。
【００４１】
　一般に、ノーマリホワイトのモードの液晶セルは高電位で駆動するほど黒への応答速度
が速くなるため、従って、対向電極に供給する基準電位を従来の２種類から４種類として
、黒信号を書き込む時には映像信号を書き込む時よりも、（Ｖｃｏｍ－Ｖｓ）の絶対値が
高い電位であるＶｓｕｐ電位を書き込むように駆動することで、逆転移防止駆動期間Ｐ１
であるＶｓｕｐ保持期間をより短くすることが可能となる。
【００４２】
　以上のように、本参考形態によれば、ソース線、ゲート線の駆動と同期して、対向駆動
部１０５に設けた４種類の基準電位Ｖｒｅｆ１、Ｖｒｅｆ２、Ｖｒｅｆ３、Ｖｒｅｆ４を
切り替え、対向電極を駆動することにより、Ｖｓｕｐ保持期間を任意の長さに調整するこ
とが可能となる。これにより、逆転移を抑圧し得る最短のＶｓｕｐ保持期間を容易に設定
でき、Ｖｓｕｐ保持期間を挿入することによる画面輝度低下の影響を極力小さくすること
が可能となる。
【００４３】
　本発明者らの実験では、上記Ｖｓｕｐ保持期間が入力信号における１フレーム期間に占
める割合は２０％未満で逆転移現象が抑圧できることを確認している。
【００４４】
　（第１実施形態）
　上記第１参考形態においては、Ｖｓｕｐ保持期間をすべてのフレームに対して一様に挿
入した。しかしながら、逆転移が生じるのは、液晶に所定のレベル以上の電圧が一定時間
以上印加されない状態が続く場合のみである。そこで、本発明の第１実施形態は、入力信
号に所定のレベル以上の信号が含まれるか否かを判定し、所定のレベル以上の信号が含ま
れる場合のみ、Ｖｓｕｐ保持期間を設けるようにしたものである。
【００４５】
　図３は、本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図
３において、液晶表示装置は、ライン倍速変換部１０１、入力信号レベル検出部３０９、
駆動制御部１０２、ソースドライバ１０３、ゲートドライバ１０４、対向駆動部１０５、
画素セル１０６、バックライト制御部１０７、およびバックライト１０８を備える。
【００４６】
　図３に示すように、第１実施形態に係る液晶表示装置では、上記第１参考形態に係る液
晶表示装置の駆動制御部１０２を駆動制御部３０２に代え、入力信号レベル検出部３０９
をさらに加えた構成である。なお、第１実施形態に係る液晶表示装置のその他の構成は、
上記第１参考形態に係る液晶表示装置の各構成と同様であり、当該構成については同一の
参照番号を付して説明を省略する。
【００４７】
　以下、本発明の第１実施形態における液晶表示装置の駆動方法について、図４をさらに
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参照して説明する。
【００４８】
　図４は、ある入力映像信号に対して図３に示す液晶表示装置を駆動するための制御信号
のタイミング図である。
【００４９】
　図４（ａ）はライン倍速変換部１０１によって、倍速変換された後のフレーム周期を示
す垂直同期信号を示し、図４（ｂ）は同様に倍速変換された後の映像信号（Ｖｓ）を示し
、図４（ｃ）は所定の検出レベル（Ａ）に応じて入力信号レベル検出部３０９が生成する
信号レベル検出信号（ＤＳ）を示す。
【００５０】
　入力信号レベル検出部３０９は、フレーム単位で入力映像信号Ｖｓに所定のレベルＡ以
上の信号が含まれるか否かを判定し、信号レベル検出信号ＤＳを出力する。駆動制御部３
０２は、この信号レベル検出信号ＤＳを入力し、所定のレベルＡ以上の信号が入力映像信
号に含まれる場合、次のフレームにおいてＶｓｕｐ保持期間を設けるための駆動制御信号
を生成する。以後、第１参考形態と同様の処理が行われる。
【００５１】
　以上のように、本実施形態によれば、フレーム単位で入力映像信号に所定のレベル以上
の信号が含まれるか否かを判定し、所定のレベル以上の信号が入力信号に含まれる場合、
次のフレームにおいてＶｓｕｐ保持期間を設ける。これにより、不要なＶｓｕｐ保持期間
をなくすことが可能となり、Ｖｓｕｐ保持期間を設けることにより生じる表示画面の平均
輝度の低下を抑圧できる。
【００５２】
　（第２実施形態）
　上記第１実施形態においては、入力映像信号のレベルに適応してＶｓｕｐ保持期間を設
けるか否かの制御を行った。このとき、Ｖｓｕｐ保持期間を設けるフレームと設けないフ
レームとの間で表示画面の平均輝度が変化する。本発明の第２実施形態は、この輝度変化
による視覚上の違和感を低減するようにしたものである。
【００５３】
　図５は、本発明の第２実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図
５において、液晶表示装置は、ライン倍速変換部１０１、入力信号レベル検出部５０９、
駆動制御部５０２、ソースドライバ１０３、ゲートドライバ１０４、対向駆動部１０５、
画素セル１０６、バックライト制御部１０７、およびバックライト１０８とを備える。
【００５４】
　図５に示すように、第２実施形態に係る画像表示装置は、上記第１実施形態に係る画像
表示装置の駆動制御部１０２を駆動制御部５０２に代え、入力信号レベル検出部３０９を
入力信号レベル検出部５０９に代えた構成である。なお、第２実施形態に係る画像表示装
置のその他の構成は、上記第１実施形態に係る画像表示装置の各構成と同様であり、当該
構成については同一の参照番号を付して説明を省略する。
【００５５】
　以下、本発明の第２実施形態における液晶表示装置の駆動方法について、図６をさらに
参照して説明する。
【００５６】
　図６は、ある入力映像信号に対して液晶表示装置を駆動するための制御信号のタイミン
グ図である。
【００５７】
　図６（ａ）はライン倍速変換部１０１によって倍速変換された後のフレーム周期を示す
垂直同期信号を示し、図６（ｂ）は同様に倍速変換された後の映像信号（Ｖｓ）を示し、
図６（ｃ）は所定の検出レベルＡに応じて入力信号レベル検出部５０９が生成するＶｓｕ
ｐ期間規定信号を示す。
【００５８】
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　入力信号レベル検出部５０９は、フレーム単位で入力映像信号Ｖｓに所定のレベルＡ以
上の信号が含まれるか否かを判定し、Ｖｓｕｐ期間規定信号（ＶｓｕｐＰＳ）を出力する
。Ｖｓｕｐ期間規定信号ＶｓｕｐＰＳは、そのフレームでのＶｓｕｐ期間の長さを規定す
る信号である。図６においては、５段階の長さの切り替え精度をもつものとして示してい
る。
【００５９】
　入力信号レベル検出部５０９は、現フレームの入力映像信号に所定のレベルＡ以上の信
号が含まれるとき、次のフレームに設けるＶｓｕｐ期間の長さが、現フレームのＶｓｕｐ
期間の長さよりも高々１段階だけ長くなるようなＶｓｕｐ期間規定信号ＶｓｕｐＰＳを生
成する。また、現フレームの入力映像信号に所定のレベル以上の信号が含まれないとき、
次のフレームに設けるＶｓｕｐ期間の長さが高々１段階だけ短くなるようなＶｓｕｐ期間
規定信号ＶｓｕｐＰＳを生成する。
【００６０】
　駆動制御部５０２は、このＶｓｕｐ期間規定信号ＶｓｕｐＰＳを入力し、その値に応じ
たＶｓｕｐ期間が設けられるように制御信号を生成する。
【００６１】
　以上のように、本実施形態によれば、フレーム単位で入力映像信号に所定のレベル以上
の信号が含まれるか否かを判定し、その判定結果に基づいてＶｓｕｐ期間の長さをフレー
ム間で連続的に変える。これにより、フレーム間でのＶｓｕｐ期間の変化による表示画面
の平均輝度の変化を抑圧しつつ、不要なＶｓｕｐ保持期間をなくすことが可能となり、Ｖ
ｓｕｐ保持期間を設けることにより生じる表示画面の平均輝度の低下を抑圧できる。
【００６２】
　なお、図６（ｃ）では、Ｖｓｕｐ期間規定信号ＶｓｕｐＰＳを５段階に選択可能である
ように示したが、より階調性を持たせればそれだけフレーム間でのＶｓｕｐ期間の長短に
よる輝度変化を抑圧でき好ましい。また、Ｖｓｕｐ周期規定信号ＶｓｕｐＰＳの階調と、
それに対応したＶｓｕｐ期間の実際の長さの関係は線形でも良いし、現フレームでのＶｓ
ｕｐ期間規定信号ＶｓｕｐＰＳの階調に依存して決まる非線型な関係としてもよい。
【００６３】
　（第３実施形態）
　上記第２実施形態においては、入力映像信号のレベルに適応してＶｓｕｐ保持期間の長
さをフレーム間で連続的に変化させる制御を行った。このとき、Ｖｓｕｐ保持期間の長さ
の変化に伴って連続的ではあるものの表示画面の平均輝度が変化する。本発明の第３実施
形態は、この輝度変化を抑圧するようにしたものである。
【００６４】
　図７は、本発明の第３実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図
７において、液晶表示装置は、ライン倍速変換部１０１、入力信号レベル検出部５０９、
駆動制御部５０２、ソースドライバ１０３、ゲートドライバ１０４、対向駆動部１０５、
画素セル１０６、バックライト制御部７０７、バックライト１０８、入力信号レベル検出
部５０９を備える。
【００６５】
　図７に示すように、第３実施形態に係る液晶表示装置は、上記第２実施形態に係る液晶
表示装置に、新たにバックライト制御部７０７を加えた構成である。なお、第３実施形態
に係る液晶表示装置のその他の構成は、上記第２実施形態に係る液晶表示装置の各構成と
同様であり、当該構成については同一の参照番号を付して説明を省略する。また、バック
ライト輝度の制御方法に関しては、従来から行われている処理であるので、ここでの詳し
い説明は省略する。
【００６６】
　以下、本発明の第３実施形態における液晶表示装置の駆動方法について、図８をさらに
参照して説明する。
【００６７】
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　図８は、ある入力映像信号に対して液晶表示装置を駆動するための制御信号のタイミン
グ図である。
【００６８】
　図８（ａ）、図８（ｂ）、および図８（ｃ）にそれぞれ示す、ライン倍速変換部１０１
によって倍速変換された後のフレーム周期を示す垂直同期信号、同様に倍速変換された後
の映像信号（Ｖｓ）、所定の検出レベルＡに応じて入力信号レベル検出部５０９が生成す
るＶｓｕｐ期間規定信号ＶｓｕｐＰＳは、すべて第２実施形態における信号と同様である
。
【００６９】
　図８（ｄ）に示すように、バックライト制御部７０７は、入力信号レベル検出部５０９
からのＶｓｕｐ期間規定信号ＶｓｕｐＰＳを入力し、Ｖｓｕｐ期間規定信号ＶｓｕｐＰＳ
で決まるＶｓｕｐ期間の変化によって生じる表示画面の平均輝度の変化を相殺する明るさ
にバックライト１０８を点灯するためのバックライト輝度制御信号ＢＣ’を生成する。
【００７０】
　図８から明らかなように、バックライト輝度制御信号ＢＣ’は、Ｖｓｕｐ期間規定信号
ＶｓｕｐＰＳに対応して決まり、Ｖｓｕｐ期間が長い、すなわち表示画面の平均輝度が低
くなるときには、バックライト輝度が明るく、逆に、Ｖｓｕｐ期間が短い、すなわち表示
画面の平均輝度が高くなるときには、バックライト輝度が暗くなるようにバックライト１
０８を制御する。
【００７１】
　以上のように、本実施形態によれば、Ｖｓｕｐ期間の長さとバックライトの明るさを連
動して制御することにより、逆転移の抑圧効果を維持したまま、Ｖｓｕｐ期間の有無によ
る表示画面の平均輝度の変化を抑圧することが可能となる。
【００７２】
　（第４実施形態）
　以前にも述べたとおり、逆転移が生じるのは、ある画素に一定時間以上、所定のレベル
以上の電圧が印加されない状態が続くときであり、第１から第３実施形態における、１フ
レームの入力映像信号に所定のレベルＡ以上の信号が含まれる場合にＶｓｕｐ保持期間を
設けるという制御は、逆転移抑圧のための十分条件を満たしていることになる。本発明の
第４実施形態は、Ｖｓｕｐ期間を設ける必要があるフレームをより詳細に判定するもので
ある。
【００７３】
　図９は、本発明の第４実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図
９において、液晶表示装置は、ライン倍速変換部１０１、駆動制御部９０２、ソースドラ
イバ１０３、ゲートドライバ１０４、対向駆動部１０５、画素セル１０６、バックライト
制御部１０７、バックライト１０８、および入力信号動き検出部９０９を備える。
【００７４】
　図９に示すように、第４実施形態に係る液晶表示装置は、上記第２実施形態に係る液晶
表示装置の駆動制御部６０２を駆動制御部９０２に代え、新たに入力信号動き検出部９０
９を加えた構成である。なお、第４実施形態に係る液晶表示装置のその他の構成は、上記
第１実施形態に係る液晶表示装置の各構成と同様であり、当該構成については同一の参照
番号を付して説明を省略する。
【００７５】
　入力信号動き検出部９０９は、液晶表示装置に入力される映像信号（ＶＩ）及び同期信
号（ＳＹＮＣ）を入力として、入力された映像信号が動画であるか静止画であるかを判定
する。入力信号動き検出部９０９は、１フレーム分の映像信号を保持できるメモリを持ち
、各画素に書き込まれる１フレーム前の映像信号と現在の入力映像信号とを比較し、映像
信号に含まれるノイズの影響も考慮し、その差が所定のレベル以下の画素は、前フレーム
に対して動きのない画素（以下、静止画素という）であると判断する。この静止画素の数
が所定の数以下のとき、入力映像信号は動画像であると判定する。ただし、所定のレベル
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以下の静止画素が所定の数以上であった場合は、入力映像信号は静止画であると判定する
。入力信号動き検出部９０９は、上記判定結果を動き検出信号（ＭＤ）として駆動制御部
９０２に出力する。駆動制御部９０２は、動き検出信号ＭＤに基づき、入力信号動き検出
部９０９により入力映像信号が静止画であると判定された場合にのみＶｓｕｐ期間を設け
る。
【００７６】
　以上のように、本実施形態によれば、逆転移の生じる所定のレベル以下の信号が続けて
表示される画素が存在する場合にのみ、入力画像を静止画と判定し、Ｖｓｕｐ期間を設け
ることで、逆転移が生じる可能性のないフレームにおいては、Ｖｓｕｐ期間を設けないこ
とで、不要な表示画面の平均輝度の低下を抑圧することができる。
【００７７】
　なお、本実施形態では、入力信号動き検出部９０９により、入力映像信号が静止画であ
ると判定された場合にのみＶｓｕｐ期間を設ける、として説明したが、静止画であると判
定された場合にはＶｓｕｐ期間を長くし、動画であると判定された場合にはＶｓｕｐ期間
を短くするように制御してもよい。あるいは、静止画であると判定された場合にはＶｓｕ
ｐの電位を高く、動画であると判定された場合にはＶｓｕｐの電位を低くするように制御
してもよい。また、静止画と動画の判定を１フレームのデータのみを用いて行ったが、こ
れを複数のフレームのデータを使用して判定してもよい。
【００７８】
　さらに、入力信号動き検出部９０９の入力として、液晶表示装置に入力された映像信号
および同期信号を用いたが、ライン倍速変換部１０１の出力するライン倍速映像信号（Ｖ
ｓ）および同期信号を用いてもよい。
【００７９】
　（第５実施形態）
　Ｖｓｕｐ期間を長くすると、表示画面の平均輝度が低下するものの、逆転移の抑圧効果
が高いことが、本発明者らの評価で明らかになっている。よって、本発明の第５実施形態
は、入力される映像の特徴が大きく変化するフレームの境界では、Ｖｓｕｐ期間をその前
後のフレームと比べて長くしても、それによる平均輝度の変化が視覚上与える影響は小さ
いと判断し、比較的長いＶｓｕｐ期間を設けるように制御するものである。
【００８０】
　図１０は、本発明の第５実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
図１０において、液晶表示装置は、ライン倍速変換部１０１、駆動制御部１００２、ソー
スドライバ１０３、ゲートドライバ１０４、対向駆動部１０５、画素セル１０６、バック
ライト制御部１０７、バックライト１０８、およびシーンチェンジ検出部１００９を備え
る。
【００８１】
　図１０に示すように、第５実施形態に係る液晶表示装置は、上記第２実施形態に係る液
晶表示装置の駆動制御部６０２を駆動制御部１００２に代え、新たにシーンチェンジ検出
部１００９を加えた構成である。なお、第５実施形態に係る液晶表示装置のその他の構成
は、上記第１実施形態に係る液晶表示装置の各構成と同様であり、当該構成については同
一の参照番号を付して説明を省略する。
【００８２】
　シーンチェンジ検出部１００９は、入力される映像信号の特徴が大きく変化したとき、
それを検出するものであるが、以下のような比較的簡便な構成により、ある程度の検出精
度が得られることを本発明者らは実験から確認している。
【００８３】
　すなわち、検出は各フレームの表示データの平均輝度レベル（以下、ＡＰＬという）に
注目して行う。ＡＰＬの検出は従来から行われている処理であるので、ここでは詳しい説
明は省略する。シーンチェンジ検出部１００９は、本液晶表示装置に入力される映像信号
を入力として、１フレーム前のＡＰＬ（以下、ＡＰＬpreという）を保持するとともに、
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１フレームの終わりにそのフレームのＡＰＬ（以下、ＡＰＬnowという）の算出を行う。
そして、ＡＰＬpreとＡＰＬnowの差分の絶対値が所定のレベル以上であるとき、映像の特
徴が大きく変化したと判断する。
【００８４】
　シーンチェンジ検出部１００９は、映像の特徴が大きく変化したと判断したとき、次の
１フレームの間はシーンチェンジ検出信号（ＳＣＤ）をアクティブ状態にする。駆動制御
部１００２は、シーンチェンジ検出信号ＳＣＤがアクティブ状態のフレームでは、その他
のフレームよりも、Ｖｓｕｐ保持期間を所定の時間だけ長くする。
【００８５】
　以上のように、本実施形態によれば、入力される映像の特徴が大きく変化するフレーム
の境界ではＶｓｕｐ期間を長くすることで、Ｖｓｕｐ期間の長短による表示画面の平均輝
度の変化が視覚上与える影響を抑圧しつつ、逆転移の抑圧効果を高めることが可能となる
。
【００８６】
　なお、本実施形態では、シーンチェンジ検出部１００９は、１フレーム全体のＡＰＬを
算出し、これを用いて映像の特徴変化を検出するものとしたが、１画面を複数の領域に分
割し、その各々の領域毎にＡＰＬを算出し、この複数のＡＰＬをフレーム間で各々比較す
ることにより、特徴変化の検出精度を向上させることができる。
【００８７】
　また、シーンチェンジ検出信号ＳＣＤがアクティブ状態のフレームでは、その他のフレ
ームよりも、Ｖｓｕｐの電位を高くするように制御してもよい。
【００８８】
　さらに、シーンチェンジ検出部１００９の入力として、入力映像信号および同期信号を
用いたが、ライン倍速変換部１０１の出力するライン倍速映像信号（Ｖｓ）および同期信
号を用いてもよい。
【００８９】
　（第６実施形態）
　上記第１～第５実施形態においては、倍速化によってソースドライバ１０３を２倍の速
度で駆動した。すなわち、通常の２倍の転送速度が必要であり、高画素パネルの駆動時に
は、転送および信号処理により高い性能が必要となる。
【００９０】
　実際に、高画素パネルにおいては、ソースドライバ１０３への転送バス巾を倍にするな
どの公知の技術を用いて、転送速度を下げる工夫がなされているのが一般的であり、単純
にクロックを２倍にすることは高画素パネルにおいては望ましくない。
【００９１】
　本発明の第６実施形態においては、この転送速度を従来のままとしつつ、Ｖｓｕｐ期間
を設けるようにしたものである。
【００９２】
　図１１は、本発明の第６実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
図１１において、液晶表示装置は、ライン倍速変換部１０１、駆動制御部１１０２、リフ
ァレンス電位切替部１１１０、ソースドライバ１１０３、ゲートドライバ１０４、対向駆
動部１０５、画素セル１０６、バックライト制御部１０７、およびバックライト１０８を
備える。
【００９３】
　図１１に示すように、ソースドライバ１１０３に入力されたディジタルデータＶｓは、
複数のフリップフロップ１１０３－１からなる内部シフトレジスタに転送され、全画素分
の転送が完了した後、駆動制御部１１０２からのＤ／Ａイネーブル信号（Ｄ／ＡＥＮ）に
より、Ｄ／Ａ変換部１１０３－２がイネーブル状態にされる。また、駆動制御部１１０２
は切換え信号（ＳＰ）をリファレンス切替部１１１０に出力して、リファレンス電位切替
部１１１０は、図１２（ａ）に示す入出力特性となるリファレンス電位ＶＲＥＦ１（電位
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（Ａ）：黒レベル～電位（Ｅ）：白レベル）を選択してＤ／Ａ変換部１１０３－２に出力
する。Ｄ／Ａ変換部１１０３－２は、リファレンス電位切替部１１１０から入力されたリ
ファレンス電位ＶＲＥＦ１を基に、画素毎の入力ディジタルデータが図１２（ａ）に示す
ガンマ補正された、画素毎のソース電位Ｙ１～Ｙｍに変換する。
【００９４】
　また、リファレンス電位ＶＲＥＦを、図１２（ｂ）に示すように、図１２（ａ）とは全
く逆の入出力特性となるように、リファレンス電位ＶＲＥＦ２（電位（Ａ）：白レベル～
電位（Ｅ）：黒レベル）に切り替えることで、いわゆるソース反転を実現することができ
る。
【００９５】
　また、リファレンス電位ＶＲＥＦを、図１２（ｃ）に示すように、黒信号書き込み期間
において、黒信号用のリファレンス電位ＶＲＥＦ３（電位（Ａ）～電位（Ｅ）：黒レベル
）に切り替えることで、ソースドライバ１１０３内部のシフトレジスタに如何なるデータ
が転送されていても、Ｄ／Ａ変換後の電位は黒信号となる。
【００９６】
　さらに、リファレンス電位ＶＲＥＦを、図１２（ｄ）に示すように、黒信号書き込み期
間において、反転黒信号用のリファレンス電位ＶＲＥＦ４（電位（Ａ）～電位（Ｅ）：黒
レベル）に切り替えることで、ソースドライバ１１０３内部のシフトレジスタに如何なる
データが転送されていても、Ｄ／Ａ変換後の電位は反転黒信号となる。
【００９７】
　以上のように、本実施形態によれば、黒信号の転送は不要となりソースドライバの転送
速度は従来のままで、映像信号・黒信号の両者を液晶セルに駆動可能とすることができる
。
【００９８】
　（第７実施形態）
　例えば、特開平９－３２５７１５号公報に開示されているように、液晶のようなホール
ド型の表示素子では、人の視覚積分特性が動画視認性を劣化させることは周知である。
【００９９】
　よって、本発明の第７実施形態は、画像が動画か静止画かによってＶｓｕｐ保持期間を
変化させることで、逆転移を防止しつつ、静止画の場合には輝度低下を最小限に抑え、動
画の場合には動画視認性を向上させた液晶表示装置を提供するものである。
【０１００】
　図１３は、本発明の第７実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。
図１３において、液晶表示装置は、ライン倍速変換部１０１、駆動制御部１３０２、ソー
スドライバ１０３、ゲートドライバ１０４、対向駆動部１０５、画素セル１０６、バック
ライト制御部１０７、バックライト１０８、および入力信号動き検出部９０９を備える。
【０１０１】
　図１３に示すように、入力信号動き検出部９０９において、入力映像信号が動画か静止
画かを検出し、動画と判定した場合にはＶｓｕｐ保持期間を長く、静止画と判定した場合
にはＶｓｕｐ保持期間を短くするように、駆動制御回路１３０２は制御信号を生成する。
【０１０２】
　以上のように、本実施形態によれば、入力映像信号が動画か静止画かによってＶｓｕｐ
保持期間を変化させることで、逆転移を防止しつつ、静止画の場合には輝度低下を最小限
に抑え、動画の場合には黒信号の期間をより長くして、ＣＲＴなどのインパルス型表示駆
動に近づけることで動画視認性を向上させることができる。
【０１０３】
　（第２参考形態）
　前述した通り、ＯＣＢセルはＴＮ型セルと比較し、その応答速度が非常に早い。参考発
明の第２参考形態では、この高速応答性を利用し、特定の人以外は表示イメージを視覚で
きない液晶表示装置を提供するものである。
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【０１０４】
　図１４は、第２参考形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図１４に
おいて、液晶表示装置は、フレーム倍速変換部１４０１、駆動制御部１４０２と、ソース
ドライバ１０３、ゲートドライバ１０４、対向駆動部１０５、画素セル１０６、信号位相
反転部１４１１、信号選択部１４１２、シャッター付きめがね１４１３、バックライト制
御部１０７、およびバックライト１０８を備える。
【０１０５】
　図１４に示すように、第２参考形態に係る液晶表示装置は、上記第１参考形態に係る液
晶表示装置の駆動制御部１０２を駆動制御部１４０２に代え、新たにフレーム倍速変換部
１４０１、信号位相反転部１４１１、信号選択部１４１２、およびシャッター付きめがね
１４１３を追加した構成である。なお、第２参考形態に係る液晶表示装置のその他の構成
は、上記第１参考形態に係る液晶表示装置の各構成と同様であり、当該構成については同
一の参照番号を付して説明を省略する。
【０１０６】
　フレーム倍速変換部１４０１では、入力される映像信号（ＶＩ）と、それに同期した同
期信号（ＳＹＮＣ）のフレーム周波数が２倍に変換される。倍速変換後の映像信号（以下
、フレーム倍速映像信号ＶＦという）は、信号位相反転部１４１１において、その信号位
相が反転されて出力される（／ＶＦ）。このフレーム倍速映像信号ＶＦと位相反転された
倍速映像信号／ＶＦが、信号選択部１４１２に入力される。
【０１０７】
　一方、倍速変換後の同期信号（ＳＦ）は、駆動制御部１４０２に入力され、新たに、フ
レーム周期で反転を繰り返す切換制御信号（ＳＣ）が生成される。信号選択部１４１２は
、切換制御信号ＳＣにより、入力されたフレーム倍速映像信号ＶＦと位相反転された倍速
映像信号／ＶＦを倍速後のフレーム周期で切り換えながら出力し、この信号が画像データ
（ソース信号Ｖｓ）としてソースドライバ１０３に入力される。
【０１０８】
　さらに、シャッター付きめがね１４１３は、切換制御信号ＳＣを入力として、信号選択
部１４１２で非反転側のフレーム倍速映像信号ＶＦが選択されたとき、シャッターが開き
、反転側のフレーム倍速映像信号／ＶＦが選択されたとき、シャッターを閉じるようにシ
ャッターを制御する。
【０１０９】
　シャッター付きめがね１４１３を介して、元々のフレーム周期の１／２の周期で、正規
の映像信号とそれが反転された映像信号とが繰り返されて表示されるために、ＯＣＢセル
の応答が速いことから、このシャッター付きめがねをかけることなく液晶表示装置の表示
を見ると、２つの表示が打ち消しあって画面全体が中間輝度であるように視覚する。一方
、シャッター付きめがね１４１３をかけて液晶表示装置の表示を見ることにより、正規の
映像が表示されている元のフレームの１／２の期間のみ、シャッターが開いて映像を透過
するために、入力された映像と同等の映像が視覚できる。
【０１１０】
　以上のように、本参考形態によれば、シャッター付きめがね１４１３を装着した人だけ
が正常な映像を視覚することが可能で、非常に簡易な構成で機密性の高い液晶表示装置を
提供することが可能となる。
【０１１１】
　なお、本参考形態において、信号位相反転部１４１１により信号位相を反転し、この反
転した映像信号と正規の映像信号を選択して表示するものとしたが、必ずしも反転した信
号を使用する必要はなく、まったくランダムな信号で置き換えてもよい。
【０１１２】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、逆転移の発生を抑圧するとともに、逆転移を抑
圧し得る最短のＶｓｕｐ保持期間および最小のＶｓｕｐ電位を容易に設定でき、Ｖｓｕｐ
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保持期間を挿入することによる画面輝度低下の影響を極力小さくして、良好な映像を表示
することが可能になる。
【０１１３】
　また、シャッター付きめがねを装着した人だけが正常な映像を視覚することができ、非
常に簡易な構成で機密性の高い液晶表示装置を実現することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　参考発明の第１参考形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図２】　ある入力映像信号に対して図１に示す液晶表示装置を駆動するための対向電圧
Ｖｃｏｍ、ソース信号Ｖｓ及びゲート信号Ｖｇのタイミング図
【図３】　本発明の第１実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図４】　ある入力映像信号に対して図３に示す液晶表示装置を駆動するための制御信号
のタイミング図
【図５】　本発明の第２実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図６】　ある入力映像信号に対して図５に示す液晶表示装置を駆動するための制御信号
のタイミング図
【図７】　本発明の第３実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図８】　ある入力映像信号に対して図７に示す液晶表示装置を駆動するための制御信号
のタイミング図
【図９】　本発明の第４実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図１０】　本発明の第５実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図１１】　本発明の第６実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図１２】　リファレンス電位切り換えによる図１１に示すソースドライバの入出力特性
を示す図
【図１３】　本発明の第７実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図１４】　参考発明の第２参考形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図１５】　従来の液晶表示装置の構成を示すブロック図
【図１６】　ある入力映像信号に対して図１５に示す液晶表示装置を駆動するための対向
電圧Ｖｃｏｍ、ソース信号Ｖｓ及びゲート信号Ｖｇのタイミング図
【図１７】　ＯＣＢセルの動作を模式的に説明する図
【符号の説明】
　１０１　ライン倍速変換部
　１０２、３０２、５０２、１１０２、１３０２、１４０２　駆動制御部
　１０３、１１０３　ソースドライバ
　１０４　ゲートドライバ
　１０５　対向駆動部
　１０６　画素セル
　１１６　液晶
　１２６　スイッチング素子
　１０７、７０７　バックライト制御部
　１０８　バックライト
　１０９、３０９、５０９　入力信号レベル検出部
　９０９　入力信号動き検出部
　１００９　シーンチェンジ検出部
　１１１０　リファレンス電位切替部
　１４０１　フレーム倍速変換部
　１４１１　信号位相反転部
　１４１２　信号選択部
　１４１３　シャッター付きめがね
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